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(57)【要約】
【課題】安全で使い易く、梱包時や陳列時に嵩張ること
のない把手付き容器を提供する。
【解決手段】本発明は、端部２ａが容器本体の側壁に固
定される変形可能なバンド２のバンド本体２ｂを把手本
体３の貫通孔３ａに折り畳んだ状態で収納し、把手本体
３を掴んで引き出すことによる、バンド本体２ｂの引き
出しによって、当該折り畳み状態を解放して把手本体３
と容器本体側壁１１との間に隙間を形成する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器本体の側壁に固定される２つの端部を有し、当該端部に繋がる帯状の本体によって
側壁との間に隙間を形成する変形可能なバンドと、このバンドの本体を収縮させた状態又
は折り畳んだ状態で収納可能な貫通孔を有し、その引き出しによって、当該収縮状態又は
折り畳み状態を解放してバンドと側壁との間に隙間を形成する把手本体とを備えることを
特徴とする把手付き容器。
【請求項２】
　請求項１において、把手本体が扁平な部材であることを特徴とする把手付き容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、把手付き容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　容器と共に把手を一体に設ける煩雑さを解消することを目的に、従来の容器としては、
例えば、容器の外周に巻き付けたシュリンクラベルの張り合わせ部分に、手入れ孔を設け
たものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－１１１３１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の容器は、容器に巻き付けたラベルの張り合わせ部分を把手とした
ことから、持ち手部分（例えば、手入れ孔を形作るラベルのエッジ）が鋭利になって使い
難いという問題がある。しかも、こうした把手は梱包時や陳列時に他物に引っ掛かったり
して取り扱いに不都合が生じる可能性がある。
【０００４】
　これに対して、把手を折り曲げてしまうことも考えられるが、把手そのものがラベルで
構成されるため、折り曲げ状態を維持することが難しく、折り曲げ部分に対する強度的な
問題も否めない。
【０００５】
　本発明の目的とするところは、安全で使い易く、梱包時や陳列時に嵩張ることのない把
手付き容器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明である把手付き容器は、容器本体の側壁に固定される２つの端部を有し、当該端
部に繋がる帯状の本体によって側壁との間に隙間を形成する変形可能なバンドと、このバ
ンドの本体を収縮させた状態又は折り畳んだ状態で収納可能な貫通孔を有し、その引き出
しによって、当該収縮状態又は折り畳み状態を解放してバンドと側壁との間に隙間を形成
する把手本体とを備えることを特徴とするものである。
【０００７】
　本発明において、把手本体は、扁平な部材であることが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、把手の基本構造としてバンドを用い、これに把手本体を通したことから、
把手として安全で使い易い。また、把手を用いるまでの間は、かかるバンドが把手本体内
に収納されることから、容器全体のスリム化を図ることができる。これにより、梱包時や
陳列時に嵩張ることなく、効率的な保管・収納が可能となる。
【０００９】
　特に、本発明において、把手本体として扁平な部材を用いれば、容器全体のスリム化に
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更に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の一形態を詳細に説明する。
【００１１】
　図１，２はそれぞれ、本発明に従う把手付きボトル１の把手引き出し前の状態と、把手
引き出し後の状態とを上側から示す斜視図である。また、図３～５はそれぞれ、後述する
バンドの収納状態を例示する要部断面図である。
【００１２】
　符号１０は、容器本体である角柱ボトル（以下、「ボトル本体」という）である。ボト
ル本体１０は、４つの平坦な側壁（以下、「ボトル側壁」という）１１を有し、例えばＰ
ＥＴ等の合成樹脂より二軸延伸ブロー成形される。
【００１３】
　符号２は、ボトル側壁１１に接着等により固定される２つの端部２ａと、２つの端部２
ａを一体に繋げる扁平な帯状の本体２ｂとを有するバンドであり、使用時においては、図
２に示すように、側壁１１との間に隙間Ｃを形成するバンドである。バンド２は、把手Ｇ
の基本構造をなし、収縮や折り畳み等の変形が可能なものからなる。例えば、バンド２に
は、紙シートや樹脂フィルム、樹脂シートや射出成形品（薄肉板）などが挙げられる。
【００１４】
　符号３は、扁平な部材からなる把手本体である。把手本体３は、図３に示すように、バ
ンド２の本体（以下、「バンド本体」という）２ｂのうちの、２箇所を折り畳み、この状
態のままのバンド本体２を収納可能な貫通孔３ａを有する。また、把手本体３は、折り曲
げ等の変形が可能なものが好ましい。例えば、把手本体３には、紙シートや樹脂フィルム
、樹脂シートを巻き付けてその内側に貫通孔３ａを形成したものや、射出成形品などが挙
げられる。但し、本発明に従えば、保形性を有する剛性の高い材料を採用することを否定
するものではない。
【００１５】
　即ち、把手Ｇは、ボトル側壁１１に固定されたバンド２と、このバンド２の本体２ｂが
貫通してその貫通部分が折り畳まれた状態で収納される把手本体３とからなる。このため
、把手本体３を引っ張ってバンド本体２ｂを引き出す前のボトル１全体は、図１に示すよ
うに、スリムな状態にある。
【００１６】
　これに対して、図２に示すように、使用者が把手本体３を摘んでボトル側壁１１側から
矢印Ｆ1に示す方向に引き出せば、図３の矢印Ｆ2に示すように、バンド２自身（バンド本
体２ｂ）が引き出されることによって、かかる折り畳み状態が解放されて、バンド２と側
壁１１との間には、指を通して把手本体３を掴むための隙間Ｃが形成される。
【００１７】
　即ち、本発明では、把手Ｇの基本構造としてバンド２を用い、これに把手本体３の貫通
孔３ａを通したことから、把手Ｇとして安全で使い易い。また、把手Ｇを用いるまでの間
は、かかるバンド２が把手本体３内に収納されることから、ボトル全体のスリム化を図る
ことができる。これにより、梱包時や陳列時に嵩張ることなく、効率的な保管・収納が可
能となる。
【００１８】
　加えて、本発明では、把手Ｇの基本構造となるバンド２をボトル側壁１１に設け、当該
側壁１１を平坦面としたことにより、ボトル本体１０そのものの充填容量を大きく確保す
ることができる。
【００１９】
　特に、本形態の如く、把手本体３として扁平な部材を用いれば、ボトル１全体のスリム
化に更に有効である。
【００２０】
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　また、バンド２の収納方法には、様々なバリエーションがあり、例えば、図４に示すよ
うに、バンド２（バンド本体２ｂ）の１箇所だけを折り畳んで収納することも可能である
。また、バンド２を折り畳む以外にも、図５に示すように、バンド２（バンド本体２ｂ）
の一部分を収縮させて（縮めて）収納することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２１】
　本発明は、主としてボトルを本体とするものに採用されるが、これに限定されるもので
はない。また、容器の内容量についても、好適には大型の容器に採用されるが、これに限
定されるものではなく、更に、内容物についても、飲料等の様々なものを内容物とするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に従う把手付きボトルの把手引き出し前の状態を上側から示す斜視図であ
る。
【図２】同把手付きボトルの把手引き出し後の状態を上側から示す斜視図である。
【図３】本発明の一形態であるバンドの収納状態を示す要部断面図である。
【図４】本発明の他の形態であるバンドの収納状態を示す要部断面図である。
【図５】本発明の更に他の形態であるバンドの収納状態を示す要部断面図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１　　把手付きボトル
　２　　バンド
　２ａ　バンド端部
　２ｂ　バンド本体
　３　　把手本体
　３ａ　把手本体の貫通孔
　１０　ボトル本体
　１１　ボトル側壁
　Ｃ　　手を入れるための隙間
　Ｇ　　把手
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